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山
口
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
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に
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す
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。

令
和
五
年
十
月
十
日

山
口
県
知
事
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山
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山
口
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
口
県
行
政
組
織
規
則
（
昭
和
四
十
三
年
山
口
県
規
則
第
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

三
百
一
条
第
二
号
イ
の
表
中

「
山
口
県
青
少
年
問

題
協
議
会

地
方
青
少
年
問
題
協
議
会
法
（
昭
和
二
十
八
年
法

律
第
八
十
三
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
青
少
年

の
指
導
、
育
成
、
保
護
及
び
矯
正
に
関
す
る
総
合

的
施
策
の
樹
立
に
つ
い
て
必
要
な
重
要
事
項
の
調

査
審
議
及
び
当
該
総
合
的
施
策
の
適
切
な
実
施
の

た
め
に
必
要
な
関
係
行
政
機
関
相
互
の
連
絡
調
整

並
び
に
こ
れ
ら
の
事
項
に
関
す
る
知
事
及
び
関
係

行
政
機
関
に
対
す
る
意
見
の
陳
述
に
関
す
る
事
務

こ
ど
も

家
庭
課

を
削
る
。

」
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こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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議
会
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こ
こ
に
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山
口
県
子
育
て
文
化
審
議
会
規
則
（
平
成
十
九
年
山
口
県
規
則
第
九
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

附
則
を
附
則
第
一
項
と
し
、
同
項
に
見
出
し
と
し
て
「
（
施
行
期
日
）
」
を
付
し
、
附
則
に
次
の
一

項
を
加
え
る
。

（
委
員
の
任
期
の
特
例
）

⚒

子
育
て
の
文
化
の
創
造
の
た
め
の
子
育
て
支
援
・
少
子
化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
等
の
条
例
（
令
和
五
年
山
口
県
条
例
第
三
十
三
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
三

十
一
日
ま
で
の
間
に
任
命
さ
れ
た
委
員
の
任
期
は
、
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
日

ま
で
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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令
和
五
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か
ら
施
行
す
る
。
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派
遣
手
当
に
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規
則
の
一
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を
改
正
す
る
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こ
こ
に
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布
す
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会
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災
害
派
遣
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

災
害
派
遣
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
山
口
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
三
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
第
四
十
四
条
」
を
「
第
二
十
六
条
の
八
」
に
、
「
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
緊
急
事
態

派
遣
手
当
」
を
「
特
定
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
派
遣
手
当
」
に
改
め
る
。
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行
す
る
。
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